
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
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政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。 

一
、
本
法
施
行
ま
で
に
相
当
の
期
間
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
本
法
成
立
後
、
施
行
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
も
本
法
の
趣
旨
を
踏

ま
え
た
感
染
症
対
策
の
全
体
的
な
取
組
の
強
化
に
努
力
し
、
当
面
す
る
感
染
拡
大
に
十
二
分
に
備
え
る
こ
と
。 

二
、
保
健
所
設
置
自
治
体
が
予
防
計
画
を
作
成
す
る
に
当
た
り
、
市
町
村
の
意
見
を
十
分
に
聴
き
、
市
町
村
の
役
割
を
明
確
に

し
、
保
健
所
の
負
担
軽
減
に
つ
な
が
る
方
針
を
示
す
こ
と
。 

三
、
感
染
症
危
機
時
に
確
実
に
稼
働
す
る
体
制
を
構
築
す
る
た
め
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
等
に
係
る
医
療
提
供
体

制
確
保
等
の
協
定
が
多
く
の
医
療
機
関
と
の
間
で
締
結
さ
れ
、
医
療
を
必
要
と
す
る
者
に
確
実
に
医
療
が
提
供
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
よ
う
、
地
域
に
お
け
る
感
染
症
医
療
提
供
体
制
整
備
、
特
に
感
染
症
危
機
時
に
は
そ
の
感
染
症
の
特
性
に
応
じ
て
、

病
床
の
確
保
や
外
来
診
療
の
増
加
及
び
そ
れ
ら
の
た
め
に
不
可
欠
な
医
療
従
事
者
の
確
保
な
ど
に
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
。 



四
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
等
に
係
る
医
療
提
供
体
制
確
保
等
の
協
定
の
履
行
確
保
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、

地
域
の
実
情
に
応
じ
た
適
切
な
運
用
と
な
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
協
定
に
基
づ
き
履
行
す
べ
き
内
容
と
履
行
確
保
措
置

の
バ
ラ
ン
ス
、
地
域
医
療
へ
の
影
響
等
に
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。 

五
、
流
行
初
期
医
療
確
保
措
置
は
、
そ
の
費
用
の
一
部
に
保
険
料
が
充
当
さ
れ
る
例
外
的
か
つ
限
定
的
な
措
置
で
あ
り
、
実
施

さ
れ
る
期
間
に
つ
い
て
、
保
険
者
等
の
負
担
に
鑑
み
、
速
や
か
な
補
助
金
、
診
療
報
酬
の
上
乗
せ
に
よ
り
、
三
箇
月
を
基
本

と
し
て
必
要
最
小
限
の
期
間
と
す
る
こ
と
。 

六
、
新
興
感
染
症
か
ら
国
民
の
命
を
守
る
た
め
、
医
療
機
関
の
協
力
が
不
可
欠
な
状
況
に
鑑
み
、
平
時
か
ら
の
備
え
に
対
す
る

必
要
な
支
援
を
医
療
機
関
の
経
営
面
に
も
配
慮
し
講
ず
る
こ
と
。 

七
、
感
染
症
危
機
に
際
し
か
か
り
つ
け
医
等
の
地
域
の
医
療
機
関
が
可
能
な
限
り
感
染
症
医
療
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

医
薬
品
、
個
人
防
護
具
等
の
配
布
、
治
療
方
法
の
普
及
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
。 

八
、
感
染
症
医
療
に
対
応
す
る
医
療
機
関
が
、
感
染
症
患
者
と
当
該
患
者
の
か
か
り
つ
け
医
と
の
関
係
を
把
握
し
、
当
該
か
か

り
つ
け
医
等
の
地
域
の
医
療
機
関
と
の
連
携
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
方
策
を
検
討
し
、
速
や
か
に
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
。 



九
、
地
方
衛
生
研
究
所
に
つ
い
て
、
本
法
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
法
律
上
の
位
置
付
け
を
明
確
に
し
つ
つ
、
そ
の
体
制
整
備
等
に

つ
い
て
の
基
本
的
な
指
針
を
地
方
公
共
団
体
に
示
す
と
と
も
に
、
保
健
所
及
び
地
方
衛
生
研
究
所
の
人
員
及
び
予
算
を
確
保

し
、
試
験
及
び
検
査
、
調
査
及
び
研
究
等
の
よ
り
一
層
の
体
制
強
化
を
図
る
こ
と
。 

十
、
感
染
症
対
策
及
び
予
防
接
種
事
務
に
関
す
る
デ
ジ
タ
ル
化
及
び
情
報
基
盤
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
情
報
の
流
出
の
防
止
そ

の
他
の
国
民
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
情
報
の
厳
重
管
理
を
徹
底
す
る
こ
と
。 

十
一
、
感
染
症
対
策
物
資
等
の
確
保
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
生
産
拠
点
が
特
定
の
外
国
に
集
中
し
て
い
る
場
合
に
、
生
産
要
請

や
輸
入
要
請
等
が
実
効
的
な
も
の
と
な
ら
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
当
該
物
資
等
の
国
内
生
産
の
促
進
、
備
蓄

の
確
保
等
の
必
要
な
対
策
を
検
討
し
実
施
す
る
こ
と
。 

十
二
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
特
性
を
考
慮
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
の
予
防
接
種
法
上
の
扱
い
に
つ
い
て
検

討
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
同
ワ
ク
チ
ン
は
本
人
又
は
保
護
者
の
意
思
に
よ
り
接
種
を
受
け
る
べ
き
か
を
判
断
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
及
び
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
し
て
い
な
い
者
に
対
す
る
差
別
、
い
じ
め
等
の
不
利
益
取
扱
い
は
決
し
て
許
さ
れ
る
も
の
で

は
な
い
こ
と
に
つ
い
て
積
極
的
な
広
報
等
に
よ
り
周
知
徹
底
す
る
こ
と
。 

十
三
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の
対
応
に
お
い
て
、
検
疫
所
に
お
け
る
検
査
・
人
員
体
制
の
強
化
等
が
図
ら
れ
た
こ



と
を
踏
ま
え
、
今
後
も
新
興
感
染
症
等
の
発
生
に
備
え
た
即
応
体
制
を
維
持
・
強
化
で
き
る
よ
う
、
関
係
機
関
等
と
連
携
し

た
定
期
的
な
訓
練
の
実
施
、
海
外
の
感
染
症
発
生
動
向
に
係
る
調
査
・
研
究
能
力
の
強
化
、
検
疫
感
染
症
発
生
時
に
お
け
る

迅
速
な
検
査
能
力
の
確
保
な
ど
必
要
な
対
策
に
取
り
組
む
こ
と
。 

十
四
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
罹
患
後
症
状
に
苦
し
む
患
者
に
つ
い
て
、
治
療
と
就
労
を
両
立
す
る
た
め
の
支
援
を

検
討
し
、
速
や
か
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

十
五
、
第
二
百
四
回
国
会
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
と
筋
痛
性
脳
脊
髄
炎
の
研
究
に
関
す
る
請

願
」
に
基
づ
き
、
早
急
に
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ
―
19
後
に
Ｍ
Ｅ
／
Ｃ
Ｆ
Ｓ
を
発
症
す
る
可
能
性
を
調
べ
る
実
態
調
査
、
並
び
に
Ｃ

Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ
―
19
と
Ｍ
Ｅ
／
Ｃ
Ｆ
Ｓ
に
焦
点
を
絞
っ
た
研
究
を
、
神
経
免
疫
の
専
門
家
を
中
心
に
開
始
す
る
体
制

整
備
を
行
う
こ
と
。 

十
六
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
後
の
遷
延
す
る
症
状
に
つ
い
て
、
速
や
か
に
実
態
を
把
握
し
、
病
態
の
解
明
に

必
要
な
調
査
研
究
を
行
う
こ
と
。 

十
七
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
罹
患
後
症
状
及
び
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
後
の
遷
延
す
る
症
状
に
つ

い
て
、
患
者
が
か
か
り
つ
け
医
等
の
地
域
の
医
療
機
関
で
の
治
療
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、



そ
の
症
状
並
び
に
そ
の
診
断
及
び
治
療
の
方
法
に
関
す
る
情
報
を
収
集
し
、
整
理
し
、
及
び
分
析
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き

必
要
な
情
報
を
適
切
な
方
法
に
よ
り
積
極
的
に
公
表
す
る
こ
と
。 

十
八
、
薬
事
承
認
制
度
が
製
薬
企
業
か
ら
の
申
請
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
製
薬
企
業
の
研
究
開
発
支
援
、
申

請
時
の
企
業
負
担
の
軽
減
、
治
験
等
の
手
続
の
簡
素
化
、
企
業
相
談
の
実
施
そ
の
他
の
製
薬
企
業
の
薬
事
承
認
申
請
を
促
進

す
る
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
緊
急
時
に
お
け
る
国
主
導
に
よ
る
医
薬
品
等
の
確
保
の
仕
組
み
を
検
討
し
、
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
。 

十
九
、
今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
を
踏
ま
え
、
か
か
り
つ
け
医
の
役
割
、
新
型
コ
ロ
ナ
患
者
の
健
康
観
察
を

行
う
主
体
の
在
り
方
も
含
め
、
「
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
」
下
に
お
け
る
あ
る
べ
き
地
域
保
健
医
療
提
供
体
制
に
つ
い
て
引
き
続
き

議
論
を
進
め
る
こ
と
。 

二
十
、
「
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
」
へ
の
移
行
を
更
に
進
め
る
観
点
や
教
育
的
観
点
か
ら
、
今
一
度
、
関
係
省
庁
と
も
連
携
し
て
、
国

民
が
マ
ス
ク
着
用
の
必
要
の
な
い
場
面
で
、
マ
ス
ク
を
外
す
判
断
が
で
き
る
環
境
づ
く
り
を
進
め
る
こ
と
。 

二
十
一
、
現
下
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
特
性
を
踏
ま
え
、
科
学
的
知
見
等
に
基
づ
き
適
切
な
マ
ス
ク
着
用
の
基
準
の
見
直

し
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
を
わ
か
り
や
す
く
国
民
に
伝
え
る
こ
と
。 



右
決
議
す
る
。 


